
平成 30 年度東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業

共催：平成 30 年度東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業※ 採択事業者（ミサワホーム株式会社）
　　　東村山市

※平成 30 年度東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業
　東京都の空き家の発生抑制・有効活用・適正管理に関する普及啓発の取組と、空き家所有者からの相談に無料で
　応じるワンストップ相談事業を一体的に実施する事業
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2月17日（日）

東村山市民センター
東村山市本町 1丁目 1番地 1

午前 9：45～11：45
（開場 9：30）

予約
不要

参加
無料

詳しい内容は
本紙裏面を
ご覧ください



東村山市環境安全部
環境・住宅課

※イベント当日のセミナー、相談会：ミサワホーム「住まいるりんぐDesk」0120-727-330
042-393-5111

無料セミナー・相談会スケジュール

《住所》東村山市本町1丁目1番地1

《アクセス》西武新宿線・西武国分寺線
　　　　　 「東村山駅」東口より徒歩12分 
　　　　　 西武新宿線
　　　　　 「久米川駅」北口より徒歩12分

東村山市民センター

時間 09：50 ～ 10：35

時間

会場のご案内

10：40 ～ 11：25

一般社団法人
相続ファシリテーター協会
代表理事
たかまつ   しんご

 高松　伸吾 氏

多岐にわたる相続依頼に対応するため、FP や
税理士等士業とも連携するネットワークを構築し、
（一社）相続ファシリテーター協会を設立。
相続に関する知識習得のための研修・教育・相続
に関するセミナー講師等多数実施。 

老後の我が家の活用法！  ～住み続けてきた我が家を空き家にしないために～
住み続けてきた我が家を空き家にしないために、今からできる住まいの活用方法を
事例を交えてご紹介いたします。

時間 ９：４5 ～ 11：45
無料個別相談会 各分野専門の相談員が皆さまのお悩みやご相談に対応いたします。

時間内でいつでも受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

老後の住まい方  ～高齢者住宅の選び方から自宅介護リフォームまで～
「早めの住み替えか」「住み続けるか」どちらを選ぶにしても、介護が必要となる前に、
高齢者施設の特徴や自宅の介護リフォームについて、知っておくことがとても重要です。
施設へ入居した場合は、自宅が空き家にならないよう備えましょう。

株式会社マザアス
（ミサワホームグループ）

代表取締役
よしだ　はじめ

吉田　肇 氏

住宅メーカー出身の介護運営会社（25事業所）並びに主に
首都圏を中心に 600ヶ所の老人ホーム紹介センターの代表
を兼務し、介護業界25年の経験から『高齢期の住まい選択』
を分かりやすく解説。高齢者住宅経営者協議会 副会長、
高齢者住宅協会 政策委員会委員長代理等を歴任。

お問合せ先

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郵便局

 

 
 

至西武新宿線

 

税務署
鷹の道

久米川駅

警察署
市役所北庁舎

交番

立体交差くぐる

 
新青梅街道

北口 

 

 

 

 

 東村山市役所
北庁舎

東村山市民センター
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